
平成３１年２月１３日 

総 務 局 

 

東京都行政書士会に所属する行政書士について、行政書士法（昭和２６年法律第

４号。以下「法」という。）第１４条の規定に基づき、下記の行政処分を行いまし

た。 

 

記 

 

処分年月日  平成３１年２月１３日 

 

処 分 内 容  ２月間の業務の停止 

        （平成３１年２月２０日から同年４月１９日まで） 

 

処 分 理 由  ⑴  被処分者は、依頼人が名義人ではない者に営業をさせよ

うとしていることを知りながら、平成２６年１２月２４日、

風俗営業許可の許可申請をし、平成２７年２月１２日、東京

都公安委員会から風俗営業の許可を受けるなどし、もって許

可名義人以外の者が無許可営業を行うことを容易にし、これ

を幇
ほう

助した。    

以上の事実により、被処分者は風営法違反幇
ほう

助の罪により 

起訴され、罰金５０万円の略式命令を受けた。これらのこと 

は、法第１０条に違反する。 

⑵  被処分者は、業務に関する帳簿を備えていなかった。この 

ことは法第９条に違反する。 

 

処 分 根 拠  法第１４条第２号 

行政書士に対する行政処分について 

【問合せ先】 

総務局行政部振興企画課 

電話 03-5388-2418 

 


